
《請求書押印省略についてのＱ＆Ａ》
質 問 回 答

請求書の押印を省略できるのはいつか
らか

〇発行日が令和５年４月１日以降のもの

「契約・会計関係手続」において、全ての
請求書及び請求書に添付する書類について
も押印を省略できるのか

〇 法令、規則等により押印の定めがある書類について
 は押印省略の対象外
 ・契約書（地方自治法234条第5項により記名押印が
  義務づけられている）
 ・委任状、承諾書、同意書など
 ・登記印（実印）や登記印を求めるもの
 ・手続きに必要とする添付書類など、町以外の組織や
  団体等において押印が義務付けられているもの

補助金の請求書も対象となるか ○手続きの過程で真正性を担保できると担当課が判断したも
のは省略可

従来どおり請求書に押印し、郵送や
持参してもよいか

〇 押印した請求書等の取扱いに変更なし、従来どおり原本を
提出

電子メールでの提出も可能か 〇 電子メールでの請求も可能
※ 電子メールにより提出する場合、請求書等はＰＤＦ形式の
添付ファイルにし、担当部署のメールアドレスに送信し、送
信後は担当部署に受信確認の連絡をすること

ＦＡＸでの提出も可能か 〇 ＦＡＸでの提出は不可

押印を省略する場合の記載方法は 〇 事業者（法人、団体）の場合、「本件責任者及び担当者の
氏名、連絡先」を記載すること
※ 必要に応じて担当部署から請求書等の内容について確認の
連絡をする場合あり

「発行責任者」とはどういった者か 〇 代表取締役または支店長や営業所長等といった社内におい
て権限の委任を受けた役職員の方をいう
※役職がある場合は職名を記載すること
※ 必要がある場合は担当部署において請求書等の内容につい
て確認の連絡をすること

「発行担当者」とはどういった者か 〇 本請求に関する事務を担当する方をいう
※ 必要がある場合は担当部署において請求書等の内容につい
て確認の連絡をすること

連絡先は携帯電話番号でもよいか
〇 固定電話を設置していない場合には携帯電話番号を記載し
てください。電話が無い場合や、平日日中に電話での対応が
困難な場合などは、メールアドレスを記載してください。
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《請求書押印省略についてのＱ＆Ａ》
質 問 回 答

押印を省略した請求書等を修正する場
合、訂正印で修正してもよいか

〇 押印を省略した請求書等については、訂正印による修正は
不可（正しい請求書を提出してもらうこと）

請求書が２枚以上にわたる場合に押印
する割印の省略も可能か

〇 割印の省略は可
省略の場合は、請求書の各葉が一連のものであることを証明
するためページ番号を記載すること

企業会計あてに提出する請求書等の押印も
省略もできるのか

○省略可
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